
会議の名称

出  席  者

世田谷区公共施設等総合管理計画一部改訂（第2期）（案）について
政策経営部
施設営繕担当部

区立学校のプール施設整備と水泳授業等のあり方について 教育委員会事務局

世田谷区立奥沢中学校改築（区立児童館との一体整備）基本構想（案）
について

教育委員会事務局
子ども・若者部

世田谷区立砧小学校改築再整備方針（案）について 教育委員会事務局

世田谷区立弦巻中学校校舎棟改築に伴う仮設校舎建設及び改修工事
（案）について

教育委員会事務局

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた世田谷区感染症予防計画
（案）について

世田谷保健所

審議概要 1

【意見等】
・計画に施設総量の目標値を記載すべきとの意見があった。
・複合化の推進に関する方針に管理責任や防災体制を日常的に構築していく旨の記載をするよう意見
があった。
・施設運営方法の改善に関する方針に複合施設を効率的に使うための体制の整備について記載を加え
るよう意見があった。
・包括管理委託に関する方針に地元事業者との共存について記載を加えるよう意見があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 2

【意見等】
・本件については、すでにモデル検証を行っており、それらを踏まえた内容である旨説明があった。
・プールの共同利用と暑熱対策には別の要素、スケジュール感となるため、記載を分けるよう意見が
あった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 3

【意見等】
・学校の諸室について、地域開放を考慮した動線計画とするよう意見があり、管理区画の見直しが可
能か確認する旨回答があった。
・新設区道の児童通行にかかる安全性の確保について、道路管理者との協議も進め、一方通行化や時
間帯規制、専用道路の検討を進めていく旨説明があった。
・児童館と学校の相互利用等の検討を進めてほしいとの意見に対し、今後も児童館の内装やゾーニン
グ検討の中で具体的に決めていく旨説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

区長、中村副区長、岩本副区長、松村副区長、教育長、技監、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川
総合支所長、砧総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、総務部長、区長室長、生活文化政策部長、
環境政策部長、保健福祉政策部長、都市整備政策部長、教育政策・生涯学習部長

会　議　録
令和６年１月５日開催政策会議

開催日時
令和６年１月５日（金曜日）午前９時４５分から
　　　　　　　　　　　　　午後５時３５分まで

審議概要 4

【意見等】
・砧小学校の周辺道路はかなり狭いため、近隣住宅への配慮を行うよう意見があり、説明会を行うな
ど、丁寧に説明を行っていく旨回答があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 5

【意見等】
・改築期間中に太子堂調理場を活用すべきとの意見があり、太子堂調理場は弦巻中学校以外の学校改
築に活用するため、弦巻中学校は仮設給食室の活用となる旨説明があった。費用については既存給食
室の器具を活用するなど、抑制に努める旨説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 6
【意見等】
・平時からの保健師の確保について、重要な視点であるため、本計画内に位置付けるよう意見があっ
た。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

1/3



世田谷区本庁舎等における区民利用・交流拠点施設 事業運営実施計画
(案)について

生活文化政策部

世田谷区役所地球温暖化対策実行計画（第6期計画）素案について 環境政策部

（仮称）公共施設省エネ・再エネ指針（素案）について
環境政策部
施設営繕担当部

脱炭素社会の実現に向けた環境施策の方向性について～2030年度温室効
果ガス排出量 57.1％削減に向けた取組み～

環境政策部

上祖師谷まちづくりセンターの移転について
烏山総合支所
保健福祉政策部
高齢福祉部

外郭団体将来ビジョン（案）について 政策経営部

審議概要 12

【意見等】
・外郭団体将来ビジョン（素案）からの主な変更箇所として、方針期間中に、区所管部と各団体にお
いて内容の修正や新たな取組みの有無を協議のうえ、毎年見直しを図っていく旨を追記したことな
ど、所管部より説明があった。
・各外郭団体における取組みの年次別計画について、記載内容を一部再考すべきとの意見があった。

【審議結果】
　出された意見を基に付議事案は再調整とする。

審議概要 10

【意見等】
・世田谷区地球温暖化対策地域推進計画における2030年度の目標実現に向け、家庭における電力の脱
炭素化をはじめ、区民への周知啓発の手法・支援策を再構築する。この取組みの一環として、成城地
区を対象として「脱炭素先行地域」へ応募することの説明があった。
・集合住宅における脱炭素化の実現に向けたアプローチについての質問に対して、合意形成等で大規
模な設備導入には課題があるなど、住宅特性に応じた取組みが必要となるが、共用部分や個々の住戸
における取り入れやすい省エネ機器による脱炭素化を図るとともに、経済的な効果等も含めて働きか
けることで、導入を進めていく旨の説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 11

【意見等】
・上祖師谷まちづくりセンター（上祖師谷まちづくりセンター、上祖師谷あんしんすこやかセン
ター、社会福祉協議会上祖師谷地区事務局）の狭隘化等の課題解消に向け、新たに取得する敷地に移
転・整備する旨の説明があった。
・延床面積は、現在の約410㎡から、移転後は約570㎡となり、標準的な仕様と比較しても必要な面積
を確保できる想定であるとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 8

【意見等】
・世田谷区地球温暖化対策地域推進計画における地域全体の温室効果ガスの削減目標を踏まえ、事業
所としての区役所の事務事業において、2030年度に2013年度比で57.1%の温室効果ガス排出量を削減
することを目標とした取組みに係る世田谷区役所地球温暖化対策実行計画（第6期計画）素案につい
ての説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 7

審議概要 9

【意見等】
・区施設の省エネルギー化や再生可能エネルギー設備の導入等を進め、ＺＥＢ化とその他の改修に伴
う省エネ化を合わせ、公共建築物全体の平均ＢＥＩが、国が定める２０５０年度の建築物省エネ化の
目標値である０．６を下回るよう、省エネ化の標準的手法等を定めた（仮称）公共施設省エネ・再エ
ネ指針（素案）についての説明があった。
・標準的手法以外で、グリーンインフラに係る取組を区役所の公共施設に率先して導入を進め、民間
事業者の施設にも普及していくことが必要ではないかという意見に対して、案に向けて検討するとの
説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

【意見等】
・区民意見等を踏まえた、新たに整備する区民利用・交流拠点施設の具体的な事業や組織運営方法等
に係る事業運営実施計画（案）についての説明があった。
・既存の関連施設との機能整理が必要であるという意見に対し、当該施設は全区的な拠点として、全
体調整機能として関連施設と連携した事業や、区全体を対象としたアウトリーチ事業や情報発信を展
開するとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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次期世田谷区基本計画（案）について 政策経営部

備　　考
所  管  課

(会議録作成所管)

審議概要 13

【意見等】
・次期世田谷区基本計画について、素案から案への追加・修正箇所の説明があった。
・重点政策１の成果指標目標値について、「こども大綱」で国が示している数値を確認するよう指示
があった。
・「地方・都市との連携交流」に関する取組みを記載すべきとの意見に対し、計画実行の指針に具体
的な取組みを記載しているとの説明があった。
・全国的にも先進的な取組みとなる「環境モデル都市」に関する記述を充実させるよう指示があっ
た。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

政策経営部　政策企画課
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